2010年度No.10【最新情報コーナー】2011年1月1日～1月31日

＊厚生労働省
・「平成２２年度における施設入所児童等への特別支援事業」の一部改正について

～事業の対象に子どもへの貯蓄を可能としました～（1月14日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010aq0.html
・男女差のある「障害等級」の見直し方針、労働政策審議会「妥当」と答申

改正省令を平成23年２月１日施行予定（1月18日）
答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成23年２月１日に改正省令を施行する予定。なお、改正案の具体的な内容は、以下のとおり。
（1） 障害等級の男女差の解消
　現在男女別となっている障害等級について、男性の等級を女性の等級に引き上げるかたちで改正し、障害の程度に応じ男女とも同一の等級として評価する。
（2） 障害等級の新設
　医療技術の進展により、傷跡の程度を、相当程度軽減できる障害を、新設する「第９級」として評価する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010gs3.html
・児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会の設置について（1月19日）
厚生労働省では、社会的養護の課題について検討を行うため、標記検討委員会を設置
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010mz4.html
・「児童虐待防止のための親権の在り方」報告書取りまとめ社会保障審議会専門委員会
（1月28日）
報告書の主なポイントは、以下のとおり。
１．入所中の子どもの福祉のために施設長が行う養育上のことに、親権者は不当な主張をしてはならない。
２．現行の親権喪失に加え、親権停止、管理権喪失の審判も児童相談所長が家庭裁判所に請求できるようにする。
３．一時保護中の子どもの場合も、児童相談所長が養育に必要なことを行える権限を明確にする。
４．一時保護が親権者の同意を得られないまま２か月を超える場合は、２か月を超えるごとに都道府県児童福祉審議会の意見を聴く。
５．里親の下にいる場合や一時保護中で、親権者のいない子どもについて、未成年後見人が見つかるまでの間、児童相談所長が親権を行う仕組みを設ける。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000118z7.html
＊内閣府男女共同参画局

・パープルダイヤル　－性暴力・DV相談電話－（『共同参画』平成23年１月号より）
０１２０－９４１－８２６　2月8日（火）午前10時～3月27日（日）午後10時まで
　こうした現状を踏まえ、相談窓口を多くの人に周知し、どこにも相談せずに苦しむ被害者を減らすことを目的として、平成22年度補正予算により、配偶者暴力と性暴力の被害者に対する24時間対応の無料電話相談を集中的に実施することになった。
　2月8日から3月27日までの約2か月間、「被害をだれにも相談できない」、「自分の受けている行為が暴力なのかわからない」、「相談先がわからない」、「利用できる支援制度がわからない」という配偶者暴力等被害者や、「身近に被害者がいる」、「相談を受けたがどうしていいか分からない」といった被害者の家族、友人、知人を対象として相談電話の受付を予定。
　期間中は何度でも繰り返し相談可能。その後、状況に応じて、地域の相談・支援機関を紹介し、場合によっては関係機関への相談に付き添って相談内容の引き継ぎを行うこととしており、継続的支援に結びつけることも目的としている。

http://www.gender.go.jp/main_contents/category/kyodo/201101/201101_05.html
＊WAM　NET

・全国厚生労働関係部局長会議資料（平成２３年１月２１日開催（二日目））【社会・援護局 障害保健福祉部】【雇用均等・児童家庭局】（1月20日）
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/68209E7BE2D1FF1B4925781E0016C849?OpenDocument
＊産経新聞
・親権：施設長らの判断を優先　実親の主張不当で（1月19日）
　深刻化する児童虐待を巡り、厚生労働省の社会保障審議会専門委員会は１９日、児童福祉施設や里親家庭で暮らす子供の親権について、実親の主張が不当な場合には、施設長らの判断を優先させるとする報告書案をまとめた。実親の勝手な主張で子の福祉が妨げられないよう、実質的に親権を制限する仕組みを設ける内容。政府は、虐待する親の親権について２年を上限に停止する民法改正案とともに、児童福祉法改正案を通常国会に提出する。

　児童養護施設や里親家庭で暮らす子供については、施設長や里親が日常の養育を親に代わって行うが、実親らの親権がどこまで優先するか、これまで明確ではなかった。

　児童福祉法改正案には、親権者が不当な主張をしてはならないと明記し、何が「不当」に該当するかについてはガイドラインなどで示す方針。子の生命維持に必要な手術に同意しない、勝手に退学届を出すといった行為などが想定されている。親と施設長の見解が対立した場合は、児童相談所が自治体の児童福祉審議会の意見を聞くなどして調整する。

　一方、現行法では、親権者がいない子供の親権代行者は、施設入所中の子供については施設長だが、里親家庭や一時保護中の子供については規定がない。改正案ではこの場合、児童相談所長が親権代行者になる。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110120k0000m040068000c.html
・厚労省：児童施設など改善策検討へ（1月20日）

　厚生労働省は１９日、さまざまな事情から家庭で暮らせない子供たちが生活する児童福祉施設や里親家庭について、居住環境や子供へのケアなどの改善策を検討する専門家会合を設けることを決めた。改善策は今夏ごろまでにまとめ、すぐに対応できる課題には早急に取り組むとしている。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110120k0000e040025000c.html
・児童養護施設：１部屋定員４人以下…省令の改正素案提示（1月28日）

　虐待などのため家庭で暮らせない子供たちの生活する児童養護施設などを巡り、厚生労働省は２８日、「１部屋１５人まで可」としてきた居室定員の基準を６３年ぶりに見直して４人以下（未就学児だけの部屋は６人以下）とし、居室面積も小学生以上は現行の１．５倍に広げるなどとする省令の改正素案を専門家の会合で提示した。施設の一部をグループホーム型にする場合の定員も現行の６人から「６～８人」に緩和。自治体が里親を委託する場合のガイドラインも示した。

　居室面積は９７年度に「１人につき３．３平方メートル以上」と改正したが、「４．９５平方メートル以上（未就学児だけの部屋は３．３平方メートル以上）」に改める。

　家庭で暮らせない子供について国は、家庭に近い環境の養育が望ましいとして、里親委託や施設の小規模化を促している。だが、そうした子供約４万人のうち９割近くが施設委託されているのが現状のため、施設の一部をグループホーム型にする場合の定員基準も緩和することにした。

　里親委託のガイドラインでは、委託する子供は幼児から高校生まで全てが対象であることを前提に、新生児期から里親委託を検討▽施設に長期入所している子供も定期的に委託を検討－－などとした。【野倉恵】
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110128k0000e040037000c.html
＊読売新聞
・加害児童の出席停止規定なし、市町村の2割（1月21日）
深刻ないじめや暴力行為の増加を受け、２００１年の学校教育法改正で全国の教育委員会に策定するよう規定された小中学校の「出席停止」の手続きについて、３８９市町村が整備していないことが２０日、文部科学省の調査でわかった。

　出席停止は、問題行動のあった児童・生徒への指導のほか、被害者を守る意味もあるが、全国約１８００市町村の２割が従っていなかった形だ。文科省は同日、全国の教委に対し、手続きの策定について文書で改めて求めた。

　調査は、群馬県桐生市で昨年１０月、小６女児がいじめで自殺した問題などを受けて、同１２月に実施。それによると、学校教育法で定めた「懲戒」「出席停止」の２種類の行政処分のうち、出席停止の手続きを策定していなかったのは、山形、福島、兵庫、和歌山、佐賀など計３８都府県の計３８９市町村。徳島、高知はほぼ半数、長野は７割以上の市町村が、策定していないと回答した。

　学校教育法は、退学や停学などの懲戒を認めているが、義務教育の子どもの就学機会を確保するため、公立小中学校は対象外となっている。このため、「暴力行為やいじめから他の子どもが教育を受ける権利を守るため」として、出席停止とすることを認めている。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110121-OYT8T00509.htm
＊朝日新聞
・いじめ・学級崩壊「ひとごとでない」　教師７人に聞く（1月4日）

http://mytown.asahi.com/areanews/gunma/TKY201012270450.html
・児童養護職員増員へ　厚労省、虐待増加で３７年ぶり（1月19日）
厚生労働省は、親と死別したり虐待を受けたりした子どもが生活する児童養護施設について、職員の配置基準を見直し、増員する方針を固めた。具体的な配置基準は、新しい子育て支援制度が始まる２０１３年度までに決める予定。実現すれば、３７年ぶりの見直しになる。 
　児童養護施設は全国に５７５カ所あり、原則１８歳未満の約３万人が暮らす。児童指導員や保育士らの職員は、１、２歳児２人に対して１人▽３歳以上の未就学児は４対１▽小学生以上は６対１で配置される。この基準は１９７６年から据え置かれている。 

　今回の増員は、児童虐待の増加が背景にある。施設に来る子どもの半数程度は虐待を受けた経験があり、きめ細やかなケアが必要なため、現場から「今の職員数では対応しきれない」という声が強まっている。１８日にあった民主党の勉強会では、施設側から「現行の『６対１』を最低でも『３対１』に」との要望が出た。今年度予算では、子どもが入所する施設に８１３億円の国費補助が出ているが、厚労省は１００億円以上増額して職員を増やす考えだ。 

　また、厚労省は今春をめどに省令を改正し、「１人につき３．３平方メートル以上」となっている居室面積の最低基準を広げる。中高生が生活する部屋としては狭いという指摘を受けたものだ。

http://www.asahi.com/edu/news/TKY201101190110.html
・いじめ調査　実施急増　全国公立校、文科省が確認（1月24日）

　群馬県桐生市で昨年１０月、小学校６年の女児がいじめを受けて自殺したことをきっかけに、文部科学省は全国の公立学校でのいじめ対策の取り組み状況を緊急調査した。その結果、いじめの有無を児童生徒に聞くアンケートは今年度、実施率が前年度より大幅に上がり、小中学校ではほぼ「全校実施」となることがわかった。 
　調査は全国の公立小中高、特別支援学校と教育委員会が対象。同省の「児童生徒の問題行動調査」でいじめの把握件数が減り続けていることや、桐生市での女児の自殺を受け、各地でいじめの発見や防止策がどの程度行われているかを点検した。 

　その結果、小学校の７９％、中学校の８７％、高校の５３％が「今年度に入って、１１月末までにアンケートを実施した」と回答。「１２月以降に実施予定」と答えた学校もあり、実施済みと実施予定を合わせると小中学校では各９９％、高校では８８％に及んだ。 

　２００９年度の別の調査では小学校７０％、中学校８０％、高校４９％であり、率の伸びは著しかった。 

　文科省はアンケートをいじめ発見の有効手段と位置づけ、通知で「全校実施」を呼びかけてきた。その成果が出た形だが、「高校では１割が実施しておらず、十分とはいえない。引き続き実施を求めていく」と担当者は話す。 

　教委へのアンケートでは、管内に今年度、いじめ問題で指導上困難な課題を抱える学校があったかと質問。都道府県と政令指定都市の５９％（３９自治体）、市区町村の２０％（３４６自治体）が「はい」と答えた。 

　また「学校や保護者からいじめの報告があったとき、実情を迅速に把握し、事実を隠さず保護者に適切に対応したか」との問いには、全都道府県・指定市とほぼすべての市区町村が「はい」と答えた。 

　今回の調査は、文科省が「これまでは対策を求める通知を教委に出しっぱなしにして、それが実際に実行されているかを国として確認してこなかった」との「反省」に立って行われたという。 

　文科省は各教委に対しても、通知などを出した後に学校の取り組みを点検したかを質問。計６６の都道府県・指定市のうち群馬、奈良、和歌山、鳥取各県など９自治体、全市区町村の２０％にあたる３５６自治体が「いいえ」と答え、文科省同様、通知を現場に流したまま取り組み状況を確認していない自治体が一定数あることもわかった。
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201101240118.html
＊毎日新聞

・母子支援施設：入所理由ＤＶ１．５倍　「態勢の充実必要」（1月30日）
　全国の母子生活支援施設で、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）や児童虐待を理由にした入所者が、最近４年間で約１．５倍に増えたことが、全国母子生活支援施設協議会（全母協）の調査で分かった。心に傷を負った母子の入所が増加している一方、施設関係者からは「職員や設備面での支援態勢が間に合っていない」との声が上がっている。

　同施設は全国に２７２カ所あり、入所するのは約４０００世帯。全母協が、各地の福祉事務所からの委託理由を調査したところ、ＤＶと虐待による入所者は、０４年度に１７０６世帯だったのが、０６年度に１９５１世帯、０８年度には２４９７世帯に増加。一方で、配置される施設職員の最低基準は２０世帯に対し６人などで変わっていない。

　湯沢直美・立教大教授（社会福祉論）は「態勢の充実が必要だ」と話している。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110130k0000e040001000c.html
＊時事通信

・虐待体験「あり」５％＝性行動や自傷に影響も－厚労省研究班


（1月29日）
　児童虐待を受けた経験を持つ人が５％に上ることが、厚生労働省研究班の「男女の生活と意識に関する調査」で分かった。虐待経験のある人は、初の性交渉を否定的に捉える傾向が強いなど、成長後への影響もうかがえた。
　調査は昨年９月、無作為に抽出した全国の１６～４９歳の男女３０００人を対象に実施、１５４０人から回答を得た。
　１８歳くらいまでに両親などから虐待を受けたことがあるかとの設問に、５％が「ある」と回答。男性は２．２％、女性は７．１％だった。男性は身体的な虐待、女性は心理的な虐待が最も多かった。
　手首を切るなどの自傷行為は、虐待体験のない人の場合「何回も」「１度だけ」を合わせ５．７％、「思ったことはある」１５．９％で、したことも思ったこともない人が大半。しかし、虐待体験のある人では「何回も」２０．８％、「１度だけ」も１１．７％に上り、「したことも思ったこともない」は３７．７％にとどまった。
　初めて性交渉を経験した時の気持ちは、虐待体験のない人は「うれしかった」が半数近く、「期待はずれで落胆」「むなしかった、後悔した」は１０．６％。これに対し、虐待体験のある人は「うれしかった」が約３分の１にとどまり、落胆などの否定的な回答が２７．９％に上った。

http://www.jiji.com/jc/zc?key=%bb%f9%c6%b8%b5%d4%c2%d4&k=201101/2011012900056
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